
2025 年 11 月 19 日 

各  位 

会社名 株式会社 kubell 

代表者名 代表取締役兼社長 

上級執行役員 CEO 

山本 正喜 

（コード番号：4448 東証グロース）

問合せ先 取締役兼上級執行役員 CFO 井上 直樹 

ir@kubell.com 

会社分割（簡易吸収分割）による権利義務の承継に関するお知らせ 

当社は、2025 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2026 年１月１日を効力発生日として、会社分割

（簡易吸収分割）の方法により、ペイトナー株式会社（以下「ペイトナー社」）の営む「ペイトナー請

求書」サービスに係る事業（以下「本事業」といいます。）に関する権利義務を当社に承継すること

（以下「本会社分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

また、本会社分割は、当社の総資産の増加又は減少額がその直前事業年度の末日における純資産額の

10％未満、かつ、当社の売上高の増加又は減少額がその直前事業年度の売上高の３％未満であると見込

まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

記 

１．会社分割の目的 

当社は、中小企業向けにバックオフィス業務の効率化を支援する BPaaS（Business Process as a 

Service）事業を推進しております。この度、当社が事業を譲り受ける「ペイトナー請求書」は、請

求書の発行から管理、振込までを自動化するサービスであり、当社の BPaaS 事業との間で高い事業シ

ナジーが期待できるものです。当社の有する広範な顧客基盤に対し、本サービスを展開することで、

効率的な事業成長と収益基盤の強化が見込めます。また、これらサービスを連携させることでプロダ

クトラインナップを拡充し、お客様により付加価値の高いソリューションを提供することが可能とな

ります。本会社分割は、当社の BPaaS 事業の成長を加速させ、ひいては当社グループ全体の企業価値

向上に資するものと判断いたしました。

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程

本会社分割に係る取締役会決議 2025 年 11 月 19 日 

吸収分割契約締結日 2025 年 11 月 25 日（予定） 

効力発生日 2026 年１月１日（予定） 

※ 本会社分割は、当社においては会社法第 796条第２項に定める簡易分割に該当し、ペイトナ

ー社においては会社法第 784条第２項に定める簡易分割に該当するため、当社及びペイトナー

社のいずれも株主総会による本会社分割に係る吸収分割契約の承認を得ずに本会社分割を行

う予定です。

（２）会社分割の方式

本会社分割は、ペイトナー社を分割会社とし、当社を承継会社とする会社分割（簡易吸収分割）

です。 

（３）会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際しては、当社は、ペイトナー社に対し、本会社分割に対して承継する権利義務に

代わる対価として 7,000万円を支払う予定です。 

※ 本会社分割に対して承継する権利義務に代わる対価は、当社が承継する権利義務の変動に

より、調整される可能性があります。





 

（２）承継する部門の経営成績 

売上高：36,883 千円（2024 年 12 月期） 

 

（３）承継する資産、負債の項目及び金額 

本会社分割に係る資産、負債及び契約上の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを

承継します。なお、承継する資産の金額の見込みが僅少であり、現時点で算定額の確定が困難なた

め、具体的な金額の記載を省略しております。また、負債の承継は見込んでおりません。 

 

６．会社分割後の状況 

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更

はありません。 

 

７．今後の見通し 

本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 


